
受診者の権利について 

 

１． 受診者の皆様は、平等に適切かつ質の高い健診を受ける権利が

あります。 

２． 受診者の皆様は、検診の内容を知ることができます。 

・わかりやすい言葉で理解しやすいように説明を受けることが

できます。 

・必要に応じて検査記録等の開示閲覧を申し出ることができま

す。 

３． 受診者の皆様は検査内容について、説明を受けご希望の検査を

選択する権利、あるいは拒否する権利があります。 

４． 受診者の皆様の検査結果・内容等の個人情報およびプライバシ

ーに関する情報はすべて保護されます。 

５． 受診者の皆様は検査費用の詳細について説明を受けることが

できます。 

６． 受診者の皆様は、当健診センターでの提供するすべてのサービ

ス、内容について意見、質疑などを申し出ることができます。 
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